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6月定例会のあらまし
　令和6年第2回定例会が6月3日から17日まで開かれました。令和5年度の一般会計など繰
越明許費の報告が2件あり、新栄小学校トイレ改修工事など工事請負契約の締結3件、人権擁
護委員の推薦、条例の一部改正3件、一般会計、特別会計、事業会計補正予算3件の10議案が
上程され、いずれも原案通り同意・可決されました。

新栄小学校トイレ改修工事

上青山地区の下水道工事
■その1
・工期：令和7年3月19日まで
・町道1号線ほか9路線

■その2
・工期：令和7年3月19日まで
・青山地内町道118号線ほか5路線

おしえて！？地空人くん 第18回

・校舎、体育館などトイレの洋式化や多機能トイレを設置
・校庭にマンホールトイレを新設
・工期：令和７年１月３１日まで
・基本的には、夏休みや土曜日、日曜日、祝日などに施工
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▼現在のトイレ
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人権擁護委員とは
　人権擁護委員とは、法務大臣が委嘱した民間の人
達で、人権擁護機関を構成する一翼を担っています。 
豊山町には3人の委員がおり、よろず相談や人権作文
コンクール、12月の人権週間に小学校で人権教室を
行うなど、さまざまな啓発活動に取り組んでいます。
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議会の流れはどうなっているの？
子どもたちにも分かりやすくおしえて！
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開会　議長が開会を宣告し、本会議が始まります。
上程　議案について町長から説明があります。
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議案質疑　議案について疑問点を質問します。
委員会付託　議案などを詳細に審査するために、関係の委員会に付託します。
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委員長報告　委員会での結果などについて報告します。
討論　議員が賛成・反対の意見を述べます。
採決　議案などについて賛成・反対の表決を行い、町議会の意思を決定します。
閉会　議長が閉会を宣告し、本会議が終了します。
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